
国民年金からのお知らせ

「年金の時効消滅分」も給付されます
月から順次発送します。また、今すぐに手続きをし

ていただくこともできます。その場合には、大月社

会保険事務所に手続きをお問い合わせください。

◆今後、年金記録が訂正される方

記録訂正の手続き以外に特別な手続きは必要あり

ません。自動的に5年を経過した分の年金額もお支払

いします。

●お持ちいただくもの

◆年金を受給している方の場合

年金証書や振込通知書など、基礎年金番号や年金
コードが確認できるもの

◆未支給年金を受けたことがあるご遺族の場合
・亡くなられた方の基礎年金番号や年金コードが確

認できるもの
・手続きをされる方のご本人確認ができるもの

・振り込みを希望される金融機関の預金口座の通帳

◆未支給年金を受けたことがないご遺族の場合

次のお問い合わせ先にご確認ください。

間合先

山梨社会保険事務局大月事務所　℡（22）5873
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平成19年7月6日の「年金時効特例法」の施行に伴い、

年金記録の訂正による年金の増額分は、5年間の時効

により消滅した分を含めて、ご本人、またはご追放

の方へ全額をお支払いすることができるようになり

ました。

対象となるのは、時効消滅により受け取ることが

できなかった年金の増額分などがある次の方々です。

●対象となる方

◆すでに年金記録が訂正されている方

①　年金記録の訂正により年金額が培えた方

②　年金記録の訂正により年金の受給資格が確認さ

れ、新たに年金をお支払いすることとなった方

③　①や②に該当する方が亡くなられている場合に

は、そのご遇族の方

◆今後、年金記録が訂正される方

④　今後、年金記録が訂正された結果、上記①一③と

同様に年金額が増える方

●必要な手続きは

◆年金の受給開始後、すでに年金記録が訂正されて

いる方

社会保険庁から、必要な事項を印刷した用紙を今
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